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水道料金の減免措置について

下水道接続工事で川や海をキレイに！
下水道の役割って何だろう？
下水道は、住民の方々が快適な生活を送れるよう、目に見えないところで大きな役割を担っています。毎日
の暮らしから生じるさまざまな生活排水等の汚水は川や海の汚れの主な原因となりますが、下水道を経由し
、下水道処理場で綺麗な水に変えられた後に、川や海へ放流されています。

【補助金の助成内容】工事前に申請が必要です

【お問い合わせ】　上下水道課　下水道施設係　☎098-945-4934

【お問い合わせ】　上下水道課　水道業務係　☎098-945-4934

※新築建物の工事は除きます。
※補助対象は、下水道が使用できる区域で、下水道への接続が可能になった日以降に申請された補助要綱の条件に合うものです。

補助額

合併処理浄化槽を設置している建物

工事費が5万円以上の場合は　5万円

工事費が5万円未満の場合は　掛かった金額

工事費が10万円以上の場合は　10万円

工事費が10万円未満の場合は　掛かった金額

単独処理浄化槽
または汲み取り式便所を設置している建物

12月28日(火)締切
※予算がなくなり次第終了

新型コロナウイルス感染症が経済的な影響をもたらしている状況を踏まえ、町民の生活や経済活動を支援するため、
町と契約があるお客様を対象に令和3年8月検針分から10月検針分までの水道料金の基本料金を全額免除します。
今回の減免につきましては、お客様からの申請の手続きは必要ありません。

[適用期間]
・令和3年8月検針分から10月検針分の3か月間
（※請求は翌月になります）
・なお、収入が大幅に減少したなどの事
情により、一時的に水道料金などの支
払いが困難な場合における、支払期限
の延長や分割支払いの相談を引き続き
承ります。

[減免額]・水道料金　1か月あたりの基本料金
・用途別基本料金及び水量

今回の水道料金の基本料金の免除について、事務的なミスにより一時的とは言え議会の議決前に町ホームペー
ジに掲載された件について、深くお詫び申し上げます。二度とこのような事がないよう再発防止に努めて参り
ますので、今後とも町政へのご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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坂田小  わくわく♪ものづくり体験教室
坂田小学校では6年生を対象に多種多様な技能者の方々
を講師に招いて、ものづくりの魅力、技能者の技術や役割
などを学ぶことを目的に、ものづくり体験教室が行われまし
た。
児童たちは、紋様コテ絵やミニ六角畳制作、フラワーアレ
ンジメント制作、赤瓦の絵付けやペンケースづくりの5つの
体験教室に分かれ、工具を使ったものづくりに目を輝かせ、

楽しみながら学びました。
沖縄県琉球赤瓦漆喰施工協同組合の田端忠代表理事は

「実際に瓦に触れてもらい、体験教室を通して、ものづくり
の仕事に興味を持ってもらいたい」と話しました。
ものづくりを体験した児童からは「将来の夢は技術者にな
ろうと思いました。最初は簡単だと思っていたけど難しくて、
職人さんは本当に凄いと思いました」と感想を話しました。

たばた　ただし

用途
家庭用
営業用
団体用

水　量
8㎥まで
10㎥まで
10㎥まで

基本料金(税込)
1,204円
2,095円
1,728円

下水道接続工事に補助金を助成しています

クリーンな選挙のために
私たちができること！

下記に挙げたものも、政治家の寄付
禁止の対象となります。

※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその
場で行う場合は、罰則が適用されない場合があります。

結婚祝い（※）
入学祝・卒業祝
町内会の集会・旅行等のイベン
ト、地域の運動会・スポーツ大
会への寄付・差入
お祭りへの寄付・差入
落成式・開店祝等の花輪

香典（※）
葬儀の花輪・供花

病気見舞

お歳暮・お年賀

三ない
運　動

政治家が選挙区内の人に寄付を行うことは、その時期や
名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて一切禁止され
ています。有権者が求めてもいけません。
その他にも寄付禁止に関するルールがあります。
詳しくは、町のホームページをご覧ください。

“クリーンな選挙”をみんなで実現させましょう！
【お問い合わせ】　西原町選挙管理委員会　☎098-９４５-５０１１

みんなで
徹底しよう！

贈らない !

求めない ! 受け取らない !

■ポスター・のぼり等を
　掲示することは違法です！
選挙運動のために、電柱やガードレール等の
道路沿い、私有地を含めて、ポスターやのぼり
等を掲示することはできません。

お詫び
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【お問い合わせ】  健康支援課　介護支援係　☎098-945-4791

認知症とは、さまざまな原因により認知機能（記憶力や判断力など）が低下し、生活に支障をきたす状態の
ことをいいます。
認知症を疑うような行動や体調の変化に気づいたら、早めに「もの忘れ外来」など認知症の診断を行ってい
る医療機関やかかりつけ医(主治医)へ受診・相談してみましょう。

早期発見による3つのメリット
①早期治療で改善も期待できる：原因になる病気はさまざまですが、改善が期待できるものもあります。
②進行を遅らせることができる：症状が悪化する前に適切な治療・サポートを行うことで、進行のスピー

ドを遅らせることができる場合があります。
③事前にさまざまな準備ができる：症状が軽いうちに本人や家族が話し合い、今後の治療方針や準備を整

えることができます。

☑40歳以上、在宅で生活、認知症の人や認知症が疑われる人で、
下記のいずれかに該当する人
□認知症の診断を受けていない
□治療を中断した
□適切な医療や介護サービスを受けていない
□医療や介護サービスを利用しているが、症状が悪化して対応に悩んでいる

認知症の人や認知症の疑いのある人、その家族を対象に訪問して認知症
についての困りごとや心配などの相談にチーム（医師、保健師、社会福祉
士などの専門職）で対応します。

健康だより

気になる「もの忘れ」と「認知症」
定員に達し次第、予約受付を終了します！ 

【特定健診、胃･肺･大腸がん検診】

９月26日
（日）

日　程 対象行政区 電話予約期間 Web予約期間

9月15日（水）まで
予約は健康支援課へ！

※お子様の子育て、発達などで心配なことがありましたら、お電話または窓口にてお気軽にご相談ください

実
施
予
定
事
業

★子ども保健カレンダー

【お問い合わせ】健康支援課　保健予防係　☎098-945-4791

【お問い合わせ】健康支援課　保健予防係　☎０９８－９４５－４７９１

すべての方が対象です 終了しました。

西原町国民健康保険に加入されている皆様へ、ショートメッセージサービスによる特定健診お知らせメー
ルを送信しています。
健康支援課電話番号「098-945-4791」から送信されます（ソフトバンクは「242301」と表示されます）。

SMS（ショートメッセージサービス）による特定健診等のご案内

場　　所　　西原町保健センター（西原町役場）

受 付 時 間　　8:00～10:00

自己負担額　　特定健診：（20代・30代）1,300円、 （40歳以上）無料
胃がん：1,000円、肺がん：400円、大腸がん：600円
＊がん検診は40歳以上が対象です
料金修正⇒心電図：1,430円、眼底：1,100円、貧血：550円

加齢にともなう「もの忘れ」と認知症による症状には見分けるポイントがあります。

気になったら、受診や相談を

対象となる人

認知症初期集中支援チーム（西原町役場）
にん ちしょうしょ きしゅうちゅうし えん

ヒントをもらえば思い出せる ➜ 加齢によるもの忘れ
認知症の症状の場合 ➜ 経験したこと自体を忘れてしまう

ポイント“ヒントで思い出せるかどうか”

○ 体験したことの一部を忘れる
　 例)何を食べたか忘れる。
○ 大きく進行することはない
○ 判断力の低下などは起こらない
○ 「もの忘れ」の自覚がある
○ 日常生活にほぼ支障がない

● 体験したこと全体を忘れる
　 例)食べたこと自体思い出せない。
● だんだん進行する
● 判断力の低下などが加わる
● 「忘れた」という自覚がない
● 日常生活に支障をきたす

加齢にともなう　もの忘れ 認知症による　症状

９月
乳児一般健診
１歳半健診
２歳児歯科健診
3歳児健診
ベビースクールⅠ
ベビースクールⅡ
ベビースクールⅢ

新型コロナウイルス感染症の流行状況を考慮し、事業を行っています。

対象者には、原則、健診日２週間前までに案内通知やはがき、ＨＰに

てお知らせする予定です。

実施日や対象者など変更になる場合があり、保護者の皆様には大変ご

迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

11 10広報 にしはら No.595 R3.9.1 広報 にしはら No.595 R3.9.1



令和3年7月31日現在
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生活環境安全課　環境保全係　☎（945）5018

こども課　保育所係　☎（945）5311

台風接近時のごみの収集について

企画財政課　統計係　☎（945）4533

総務省統計局では、10月20日現在で社会生活基本調査を
実施します。この調査は、私たちが1日のうちどのくらいの時間
を仕事、家事、地域での活動などに費やしているかや、過去1年
間の自由時間にどのような活動を行ったかについて調査し、仕
事と生活の調和の推進、少子高齢化対策などの政策に必要な
基礎書類を得ることを目的として実施します。10月上旬から中
旬にかけて、調査をお願いする世帯に調査員が伺いますので、
調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。

令和3年社会生活基本調査の実施について

都市整備課　都市計画係　☎（945）4496

住民説明会及び原案縦覧・公聴会のお知らせに
ついて、決定次第、詳細を町HPにて掲載いたします。

那覇広域都市計画の変更について

西原町農業委員会（945）5281

農地は、耕作の目的に使用しなければなりません。よっ
て、農地は土の状態で使用することになりますが、農地を
土の状態以外で使用する場合は、農業をするための利用で
あっても農地法に基づく手続きが必要です。
例１）コンクリートやクラッシャーなどを敷いて通路、駐

車場として使用する
例２）農機具倉庫、休憩所、畜舎を設置する
また、盛土などを行う場合は、周辺の農地への影響が考
えられること、規模によっては許可等の手続きをとる必要
があることから、あらかじめ農業委員会までご相談くださ
い。

農地の適切な利用について

国民年金の第1号被保険者で60歳未満、年間60日以上
農業に従事している方は、だれでも加入できます。詳細は農
業者年金基金のHPをご覧ください。

農業者年金について

農　業　委　員　会　☎（945）5281 
JAおきなわ西原支店　☎（945）5225

西原町では、保育士資格の取得
を目指す町民または町内の保育所で
就労する方等を対象とした保育士試
験対策講座の開催を令和3年11月に
予定しています。
※受講要件（定員20名程度、定員オーバーの場合は事務局
で選定）
・保育士試験の受験資格を有し、令和4年4月の保育士試
験を受験する者
・資格取得後、西原町で保育士として就労を希望する者
　詳しくは令和3年10月掲載予定の町HPをご覧ください。

西原バイパス事業化のお知らせと測量調査へのご協力のお願い

（発　注　者）⇒南部国道事務所　調査第一課　☎０９８－８６２-５３２５
（測量作業者）⇒株式会社芝岩エンジニアリング　☎０９８－８７９-４３２５【お問い合わせ】

台風の接近に伴い「暴風警報」が発令された
場合、ごみの収集は中止となります。
詳細は、町HPをご確認ください。

暴風警報発令中は
ごみの収集中止

正午までに暴風警報が解除され
た場合、その時点から収集を開始
正午を過ぎた時点で暴風警報が
解除された場合、その日のごみ収
集は終日中止

【お問い合わせ】
福祉保険課　賦課徴収係　☎098-911-9163

内閣府沖縄総合事務局では、自動車の使用
者に自動車の点検・整備を確実に実施して頂
くため、本年は９月と10月の２ヶ月間を自
動車点検整備推進強化月間と定め、関係機関
及び関係団体の協力のもと「自動車点検整備
推進運動」を実施します。詳細については、
HP等をご覧ください。

自動車の点検・整備の確実な実施について

内閣府沖縄総合事務局 運輸部 車両安全課 ☎（866）1837
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西原町保育士試験対策講座受講者
募集のお知らせ

一般国道３２９号西原バイパスが事業化され、今年度から測量調査の作業を実施しております。
ご理解とご協力をお願い致します。

あたたかいお心遣いに、深く感謝申し上げます。

ふるさとづくり寄付金へ

新型コロナウイルス感染症対策

愛の贈りもの

西原町では国民健康保険事業の安定的運営のため、「西原町
国民健康保険収納対策緊急プラン」を作成し取り組んでいます。
町民の皆様へは、国民健康保険制度を守るため、国民健康

保険税の納め忘れがないようご理解とご協力をお願いします。

令和3年度 西原町国民健康保険収納対策緊急プラン（抜粋）
1　滞納状況の解消
未申告者への申告勧奨、非自発的失業者の軽減措置等・
新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置等の周知

2　徴収方法の改善など
滞納整理、分割納付の推奨、
口座振替の推進

3　滞納処分の実施
悪質・長期滞納案件などの財
産調査や滞納処分の実施

※詳しくは町HPをご覧ください。

納
期
内
納
付
が
厳
し
い
方
は
、

相
談
を
受
付
し
て
い
ま
す
。

お
早
目
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

寄付者：新中糖産業株式会社（上原周夫代表取締役社長）
寄付額：50万円
使い道：平和・教育・文化・スポーツ振興・健康・福祉・

産業の振興及び観光地づくりの充実に関する事
業、その他町長が必要と認められる事業

うえはら   ちかお

寄贈者：株式会社　沖華産業（代表　朱蘇建）
寄贈品：滅菌サージカルマスク14万枚
　　　　[町内の保育所、障がい・介護施設等へ]

しゅそ　けん

令和3年度 西原町国民健康保険
収納対策緊急プランについて

人口：（男）17,879人　（女）17,656人　（男女計）35,535人　世帯数：15,198世帯

西原町では新型コロナウイルス感染拡大による影響により、生活福祉資金特例貸
付(総合支援資金)の貸付延長又は再貸付を受けた方に対して、生計支援を図ること
を目的として、「緊急支援金」を給付しています。
対象者と思われる方に、個別にご案内を送付しております。
申請がまだの方は早めに手続きをお願いします。

【お問い合わせ】福祉保険課　社会福祉係　098-911-9163

西原町総合支援金特例貸付延長世帯緊急支援金給付事業について

◆ 申請期限日：令和3年9月30日まで（当日消印有効） ◆

締切
間近です

10月5日（火） うるま市開催/受講料:無料
対象:西原町在住の60歳以上の女性の皆様

女性向けシニアセミナー
受講者募集！

講習:ビューティーアップ　説明:シルバー人材センター

株式
会社ふちかみ 沖縄支店

〒901-0502 沖縄県八重瀬町字大頓1302番地

TEL（０９８）９９８－９９５０

FAX（０９８）９９８－９９８８

外構
ちゅららペイント
～ 真 心 込 め て ～

ちゅらら工房 株式会社

士
築
建
級
二

士
能
技
装
塗
級
一

毎月 先着 5 名様
高圧洗浄
無料
高圧洗浄
無料

日頃の感謝を込めて

をご契約された方
外壁塗装・屋根防水工事
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生涯学習のマスコット
「マナビィ」令和3年9月1日

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　　
福祉相談･･･生活のための手段や生活費に関する相談、
ひとり親家庭の悩み相談

障害福祉なんでも相談･･･障害のある方や、発達が気に
なる方、その家族などが抱える悩み・困りごとに関する
相談

法律相談･･･人権・財産・離婚問題など法的トラブルに関
する相談（相談時間：13時～16時）

司法書士相談・・・不動産相続や贈与、借金問題、遺言や
公正証書等の相談（相談時間：13時～16時）　　　  

消費生活・家庭相談･･･訪問販売、契約のトラブル、親
子・夫婦間の悩み、近隣トラブルなどのお悩み相談
　

問 合 せ　西原町社会福祉協議会
事前予約　☎945-3651　 FAX946-6777
電話相談　☎835-8822（※17時以降、留守番電話）

総 合 相 談

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　9時～16時（12時～13時を除く）
問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　あらかきとものり
相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ　行政苦情110番　☎ 0570-090-110
 総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

相談日時　随時
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時　※事前にお電話でご予約をお願いします。
問 合 せ　西原町地域包括支援センター　☎882-0117

高齢者の方の
相 談 全 般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　  
相 談 員　與那嶺 等、 島袋和徳、 呉屋勝司、奥濱幸子 
　　　　　　　　　
 　平良 明、 安田純子
問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

人 権 相 談

町内相談機関

月

火

水

木

金

よ  な みねひとし しまぶくろかずのり ご   や  かつ じ おくはま さちこ

たいら あきら やすだ じゅんこ

新型コロナウイルス感染症対策にも安心便利で確実な口座振替をオススメします！

納め忘れにご注意！

児童館情報は
ここでチェック！

【お問い合わせ】　西原町立図書館　☎098-944-4996

※休館日等が変更になることがあります。

305
No.

【児　童】
・空の絵本
・そらはあおくて
・空の飛びかた

【地　域】
・走る日本語、歩くしまくとぅば
・ニライカナイから届いた言葉
　～声に出して味わいたいウチナーグチ～
・西原町史 第８巻～西原の言語～

【一　般】
・十五夜物語
・元気で長生きするコツ、させるコツ
・彼岸花

●９月の休館日
６（月）、１３日（月）、２０日（月）、２１日（火）、２３日（木）、２７日(月)
※９月１６日(木)は第３木曜日ですが、１２時から１７時まで開館します。

●９月のおすすめ本

図書館からのおしらせ

ホームページ フェイスブック ツイッター 子育てガイド

西
原
町

沖縄いのちの電話 全国共通
フリーダイヤル(毎月10日)

毎日10時～23時
☎098-888-4343

時間 8時～翌日朝8時
☎0120-783-556

（ 3 期 ）

（ 3 期 ）

（ 3 期 ）

（7月分）

（9月分）

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

介 護 保 険 料

学 校 給 食 費

保 育 所 保 育 料

種　目 納期限 口座振替日

9月30日（木） 9月15日（水）

9月30日（木） 9月27日（月）

9月10日（金）

は、生活の困難
やこころの危機を抱えながら誰にも相談できず
に、一人で悩んでいる人のための相談電話です。
一人で悩まず、お電話ください。

※名前を告げる必要はなく、秘密は厳守されます。 

「いのちの電話」

【町民交流センター】
コロナワクチン集団接種会場の確保のため、
令和3年度分（令和3年5月～令和4年3月）
の新規の予約受付は現在、停止しています。
※5月18日以前に借用の予約をしていた団
体に関しては、感染対策をしっかりと行っ
たうえでの利用を認めています。
※令和4年4月以降の予約開始につきまして
は、ワクチン接種の進捗状況を見ながら
判断していきます。予約が可能になりまし
たら町HP等でお知らせいたします。
西原町町民交流センター　☎098-970-6155

【町運動公園施設等】
以下の施設は緊急事態宣言期間中、原則閉
館です。
・町運動公園（体育館（武道場含む）、ト
レーニング室、陸上競技場、パークゴ
ルフ場、テニスコート）

・東崎公園
※公園内ウォーキング等の個人利用は午
後10時まで可能です。

※町立小中学校の体育館・運動場開放事
業は停止中です。
西原町民体育館　☎098-945-8095

【公民館】
宣言期間中は新規の予約を停止しています。
サークル活動も自粛していただいています。

西原町中央公民館　☎945-3657

【図書館】
県の対処方針に準じて決めています。
なお、臨時休館中は「予約貸出サービス」
を利用できます。
西原町立図書館　☎098-944-4996

※県の方針や感染拡大状況により対応が変更になる可能性があります。
　最新情報は、町ホームページをご覧ください。緊急事態宣言における各施設の対応について

例年10月に開催していました新体力テ
ストですが、コロナウイルス感染拡大の収
束が見えないことから、今年度の開催は
中止とさせていただくことになりました。
楽しみにされていた方々には大変申し
訳ございませんが、ご理解とご了承のほ
どよろしくお願いいたします。
西原町民体育館　☎098-945-8095

一度はテレビや雑誌などで目にしたことがあると思う「ＳＤＧｓ」という言
葉。日本語にすると「持続可能な開発目標」。
簡単に言うと皆でより良い世界を目指しましょう！ということです。
ＳＤＧｓと聞くと、企業などが実施しているイメージが強いと思いますが、

各家庭で取り組んでいることの中にもＳＤＧｓが隠れています。
例えば、「電気や水道の無駄遣いを減らす」、「食品や日用品を使い切る」、「マイ

バッグやマイボトルを持ち歩く」、「地産地消」、「車での移動を減らす」など簡単
にできることばかりです！一人で実践するのではなく、家族みんなで楽しみな
がら取り組んでみましょう♪

新体力テスト 開催中止のお知らせ ＳＤＧｓ　出来ることから取り組もう！

【申込・連絡先】〒900-0029　那覇市旭町116-37
　　　　　　　沖縄県生涯学習推進センター ( 南部合同庁舎 4 階 )　☎098-864-0474　Fax：098-864-0476

まなびネット
おきなわ

おきなわ県民カレッジは、県民誰もが入学し自分の目的や興味にあった講座を学ぶことができます。入学すると「学びのパス
ポート」が交付され、どんな講座を学んできたか振り返ることができます。受講場所は県内の国・県・市町村関係機関や大学、
公民館等さまざまな場所がキャンパスになります。学びの方法も直接会場で受講したり、Zoomでのライブ配信、録画された動
画でスキマ時間に受講したりと選ぶことができます。講座は１時間につき１単位取得でき、単位を修了したこと
が認められると100単位ごとに奨励賞の授与があります。
入学を希望される方は、まなびネットおきなわHPにある、入学申込書に必要事項を記入のうえ、生涯学習推進
センターへ郵送または各地区の教育事務所へ持参してください。

★ おきなわ県民カレッジで学ぼう ★

無料相談

相続・土地、建物
・会社の登記・法律相談

★相続のことなら安心しておまかせ下さい!

☎098-944-2582・　090-8291-4095

営業時間：月～土 8:30～18:00
※日・祝日及び時間外の対応も可
西原町棚原1丁目22番地25（ローソン棚原店うら）

P２台可

司法書士  慶田元　克次
けだもと かつじ

慶田元司法書士事務所
けだもと
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水道料金の減免措置について

下水道接続工事で川や海をキレイに！
下水道の役割って何だろう？
下水道は、住民の方々が快適な生活を送れるよう、目に見えないところで大きな役割を担っています。毎日
の暮らしから生じるさまざまな生活排水等の汚水は川や海の汚れの主な原因となりますが、下水道を経由し
、下水道処理場で綺麗な水に変えられた後に、川や海へ放流されています。

【補助金の助成内容】工事前に申請が必要です

【お問い合わせ】　上下水道課　下水道施設係　☎098-945-4934

【お問い合わせ】　上下水道課　水道業務係　☎098-945-4934

※新築建物の工事は除きます。
※補助対象は、下水道が使用できる区域で、下水道への接続が可能になった日以降に申請された補助要綱の条件に合うものです。

補助額

合併処理浄化槽を設置している建物

工事費が5万円以上の場合は　5万円

工事費が5万円未満の場合は　掛かった金額

工事費が10万円以上の場合は　10万円

工事費が10万円未満の場合は　掛かった金額

単独処理浄化槽
または汲み取り式便所を設置している建物

12月28日(火)締切
※予算がなくなり次第終了

新型コロナウイルス感染症が経済的な影響をもたらしている状況を踏まえ、町民の生活や経済活動を支援するため、
町と契約があるお客様を対象に令和3年8月検針分から10月検針分までの水道料金の基本料金を全額免除します。
今回の減免につきましては、お客様からの申請の手続きは必要ありません。

[適用期間]
・令和3年8月検針分から10月検針分の3か月間
（※請求は翌月になります）
・なお、収入が大幅に減少したなどの事
情により、一時的に水道料金などの支
払いが困難な場合における、支払期限
の延長や分割支払いの相談を引き続き
承ります。

[減免額]・水道料金　1か月あたりの基本料金
・用途別基本料金及び水量

今回の水道料金の基本料金の免除について、事務的なミスにより一時的とは言え議会の議決前に町ホームペー
ジに掲載された件について、深くお詫び申し上げます。二度とこのような事がないよう再発防止に努めて参り
ますので、今後とも町政へのご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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坂田小  わくわく♪ものづくり体験教室
坂田小学校では6年生を対象に多種多様な技能者の方々

を講師に招いて、ものづくりの魅力、技能者の技術や役割
などを学ぶことを目的に、ものづくり体験教室が行われまし
た。
児童たちは、紋様コテ絵やミニ六角畳制作、フラワーアレ

ンジメント制作、赤瓦の絵付けやペンケースづくりの5つの
体験教室に分かれ、工具を使ったものづくりに目を輝かせ、

楽しみながら学びました。
沖縄県琉球赤瓦漆喰施工協同組合の田端忠代表理事は

「実際に瓦に触れてもらい、体験教室を通して、ものづくり
の仕事に興味を持ってもらいたい」と話しました。
ものづくりを体験した児童からは「将来の夢は技術者にな
ろうと思いました。最初は簡単だと思っていたけど難しくて、
職人さんは本当に凄いと思いました」と感想を話しました。

たばた　ただし

用途
家庭用
営業用
団体用

水　量
8㎥まで
10㎥まで
10㎥まで

基本料金(税込)
1,204円
2,095円
1,728円

下水道接続工事に補助金を助成しています

クリーンな選挙のために
私たちができること！

下記に挙げたものも、政治家の寄付
禁止の対象となります。

※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその
場で行う場合は、罰則が適用されない場合があります。

結婚祝い（※）
入学祝・卒業祝
町内会の集会・旅行等のイベン
ト、地域の運動会・スポーツ大
会への寄付・差入
お祭りへの寄付・差入
落成式・開店祝等の花輪

香典（※）
葬儀の花輪・供花

病気見舞

お歳暮・お年賀

三ない
運　動

政治家が選挙区内の人に寄付を行うことは、その時期や
名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて一切禁止され
ています。有権者が求めてもいけません。
その他にも寄付禁止に関するルールがあります。
詳しくは、町のホームページをご覧ください。

“クリーンな選挙”をみんなで実現させましょう！
【お問い合わせ】　西原町選挙管理委員会　☎098-９４５-５０１１

みんなで
徹底しよう！

贈らない !

求めない ! 受け取らない !

■ポスター・のぼり等を
　掲示することは違法です！
選挙運動のために、電柱やガードレール等の
道路沿い、私有地を含めて、ポスターやのぼり
等を掲示することはできません。

お詫び


